
■区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定について■ 

 
【耐震改修の必要性に係る認定について】 

耐震診断が行われた区分所有建築物の管理者等は、耐震改修の必要性に係る認定を申請

することができます。 

 

【認定によるメリット】 

〇認定を受けた建築物では、合意形成の要件が緩和され、共用部分を変更する工事を行う

ときに必要となる区分所有者及び議決権を、各４分の３以上から過半数とすることがで

きます。 

 

【耐震改修計画の認定手続きフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 請 者 

専門機関（※1） 

耐震診断の評定（判定）取得 

認定申請受付（※２） 

提出先  ：建築指導課 

必要書類：認定申請書（様式第１７号）、（木造の場合、様

式第 6 号）、議決の議事録の写し（※３）、専門

機関の評定（判定）書、付近見取図、配置図、

各階平面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏

図、構造詳細図 

建築物の耐震改修の促進に関する法律第 25 条認定 

事前相談 
提出先  ：建築指導課 

必要書類：相談書、付近見取図、既存建物図面（確認図面可） 

耐震性なし 



※１ 主な専門機関（一財）日本建築防災協会 全国ネットワーク委員会等による 

（http://www.kenchiku-bosai.or.jp/assoc/nw/hantei/） 

※２ 申請書類は、正副 2 部作成すること。 

 ※３ 区分所有法第 18 条第 1 項の規定により、当該認定の申請を議決した集会の議事

録。（区分所有法第 18 条第 2 項の規定で別段の定めをした場合は、規約の写し及

び要耐震改修認定の申請をすることを証する書類。） 

 

(一財)日本建築防災協会 (一社)建築研究振興協会 (一財)日本建築センター 日本 ERI㈱ 

(一社)構造調査コンサルティング協会 (一財)ベターリビング (一財)建築保全センター 等 

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/assoc/nw/hantei/

